
周南緑地施設整備等総合支援業務に係る公募型プロポーザル 質問回答 

 

№ 質問項目 質問事項 回  答 

１ 

周南緑地施設整備等総合支援

業務仕様書（共通） 

第１章 ５業務の実施体制 

（３）兼任の条件 

全体管理技術者と各業務の管理技術者は兼任可とありま

すが、要件を満たせば３つ（全体、緑地基本計画、アドバ

イザー）の業務の管理技術者は１人でも可という理解でよ

いでしょうか（照査技術者も同様）。 

お見込みのとおりです。 

２ 

周南緑地基本計画策定業務仕

様書（各業務） 

第２章 ４業務内容 

（５）計画内容の見直し検討 

①レクリエーション拠点とし

ての機能 

レクリエーション機能については、現基本計画では、健康

づくりの場、遊びの場、家族で楽しめる場、交流の広場の

整備が計画されています。これらの導入機能及び施設計画

を見直すという理解でよいでしょうか。 

４ 業務内容の（２）現況把握、（３）分析

評価、（４）基本方針の見直し設定を行う中

で、これらの４つの場の設定について再検

討を行います。 

３ 

同仕様書 

第２章４ 業務内容 

（５）計画内容の見直し検討 

⑥既存体育施設の改修内容及

び規模 

陸上競技場については、現基本計画では、公認陸上競技の

種別の見直しが検討事項として挙げられていますが、周南

緑地体育施設整備等手法検討調査業務では、陸上競技場に

ついては現行施設の改修方針のみが整理されています。陸

上競技場の種別（使われ方）については、今回の調査にお

いて再整理するのでしょうか。 

周南緑地体育施設整備等手法検討調査業務

での検討結果を基に、本業務において再整

理します。 

４ 

同仕様書 

第２章 ４業務内容 

（５）計画内容の見直し検討 

⑨未開設区域（区域拡大箇所）

の利活用 

未開設区域（区域拡大箇所）の具体の場所についてご教示

願います。 

また、その利活用の時期は、今回の PFI アドバイザリー業

務の対象になることも想定されていますでしょうか。 

未開設区域（区域拡大箇所）は、現行の周南

緑地基本計画 Ｐ19 の図 16：短期整備ステ

ージ位置図の４の箇所です。 

当該箇所は新設水泳場及び駐車場の建設予

定地等となっていることから、本業務の対

象となります。 



５ 

周南緑地体育施設整備等ＰＦ

Ｉアドバイザリー業務仕様書

（各業務） 

ＰＦＩアドバイザリー業務における管理技術者及び照査

技術者の資格要件について記載がありませんが、要件なし

との理解でよいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

６ 

同仕様書 

５．業務内容 

 5.2（６）ストックマネジメン

ト調査結果の反映 

ストックマネジメント調査結果は貸与いただけるのでし

ょうか。 
市が保有する施設台帳等を貸与します。 

７ 
様式集 

様式４、６及び７ 
令和３年３月完了予定の業務実績も記載可でしょうか。 

令和３年１月末までに完了した業務の実績

を記載して下さい。 

８ 
様式集 

様式６及び７ 

各管理技術者の保有資格証明書の写しは添付不要でしょ

うか。 

様式７の業務管理技術者の経歴（周南緑地

基本計画策定業務）については、周南緑地基

本計画策定業務仕様書 ２業務管理技術者

及び業務照査技術者に記載している資格要

件に該当する資格を有することができる証

明書を添付して下さい。 

 


